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市では、年２回、条例に基づいて財政状況を公
表しています。今回は、５月１日に告示した平成
１８年１月２３日から３月３１日までの平成１７年度匝瑳
市予算の執行状況をお知らせします。なお、市の
会計は、５月３１日までの出納整理期間があるため、
決算額とは異なります。
また、平成１７年度旧八日市場市歳入歳出決算お
よび旧野栄町歳入歳出決算は７月号に掲載します。

問財政課財政班�７３ー００８５

市市のの財財政政状状況況をを
おお知知ららせせししまますす

平成１７年度
１８年
１月２３日～
３月３１日

一般会計の執行状況
予算現額 ４４億３，０００万円
収入済額 ３６億６，１５６万円
収入割合 ８２．７％

予算現額 ４４億３，０００万円
支出済額 ３２億４，４７９万円
支出割合 ７３．２％

歳 入歳 出

特別会計の執行状況
執行率

７１．５％

６５．９％

７８．０％

６１．２％

７０．５％

５４．８％

執行済額

８億６，４６３万円

７億９，６７８万円

６億８，２８２万円

５億３，５７７万円

４億５，４０３万円

３億５，２５９万円

予算現額

１２億 ８５６万円

８億７，５５６万円

６億４，３７８万円

区 分
歳入

歳出

歳入

歳出

歳入

歳出

国民健康
保険特別
会計

老人保健
特別会計

介護保険
特別会計

病院事業会計の執行状況
執行率

９５．９％

８１．４％

８９．６％

９２．６％

執行済額

４億６，３２０万円

３億９，３３２万円

３，０１９万円

６，２１２万円

予算現額

４億８，３００万円

３，３７１万円

６，７１２万円

区 分
収入

支出

収入

支出

収益的

資本的

市 有 財 産
建物（㎡）

５，３５８．３８

１００．９０

３，２７７．００

６７，２７５．３５

１０，６４８．０６

１７０．４８

３６，９３５．３３

４，８５３．１３

１２８，６１８．６３

土地（㎡）

１８，５７０．００

３，１３０．２０

１０，５６３．００

２７５，２８５．２６

４３，６０４．３０

１６７，４９４．８０

１８４，６１１．６３

５，０２９．００

８１，０５３．１７

８４，０６７．２５

３５６，２９９．７３

１，２２９，７０８．３４

区 分

市 庁 舎

消防施設

その他の施設

学 校

住 宅

公 園

その他の施設
そ の 他

宅 地

山 林

そ の 他

合 計

そ
の
他
の

行
政
機
関

公
共
用
財
産

行
政
財
産

普
通
財
産

公債残高
【普通債】
総務 １０億９，５９８万円
民生 １億４，９３２万円
衛生 ７億４，７５８万円
農林水産業 ７億４，２７８万円
土木 ４４億７，９０４万円
公営住宅 １億３，１７６万円
消防 １億 ３１４万円
教育 ２７億６，４９４万円
【災害復旧債】
土木 ２，１４０万円
教育 ７０万円
その他 ２２５万円
【その他】
市民税等減税補てん債 ５億４，６８５万円
臨時財政対策債 ２８億６，７１９万円
臨時税収補てん債 ３，２１５万円
合計 １３６億８，５０８万円

基 金
国民健康保険財政調整基金４億 ８８５万円
財政調整基金 ５億６，９０３万円
社会福祉振興基金 ５億 ２４３万円
ふるさと振興基金 １億４，１１５万円
減債基金 ９，５０７万円
育英資金貸付基金 ６０８万円
スポーツ振興基金 １億 ２０万円
介護給付費準備基金 １億４，５５８万円
高額医療費資金貸付基金 ７１１万円
出産費資金貸付基金 ７００万円
学校施設整備基金 ９，３４１万円

土地開発基金
土地 ３，７５１．００㎡ 貸付金 １，１３１万円
現金 ２，５０４万円 預託金 ４５０万円

６広報そうさＨ１８．６．１



地
方
税
法
が
改
正
さ
れ
、
平
成
１８

年
度
（
１７
年
分
所
得
）
か
ら
、
市
県

民
税
の
所
得
割
額
の「
定
率
減
税
」が

２
分
の
１
に
な
り
、「
生
計
を
同
一

に
す
る
妻
」に
対
す
る
均
等
割
の
非

課
税
措
置
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
６５
歳
以
上
の
方
を
対
象
と

し
た「
老
年
者
控
除
」と「
非
課
税
措

置
」が
廃
止
さ
れ
、「
公
的
年
金
等
控

除
額
」が
改
正
さ
れ
ま
す
。

こ
の
改
正
に
よ
り
、
今
ま
で
は
市

県
民
税
が
非
課
税
だ
っ
た
方
が
、
平

成
１８
年
度
か
ら
は
課
税
に
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

◆
平
成
１８
年
度
（
１７
年
分
所
得
）
の

主
な
改
正
点

１
「
定
率
減
税
」
が
次
の
と
お
り
引

き
下
げ
に
な
り
ま
す

平
成
１７
年
度
ま
で
…
市
県
民
税
所
得

割
額
の
１５
％
相
当
額（
上
限
４
万
円
）

を
控
除

平
成
１８
年
度
…
市
県
民
税

所
得
割
額
の
７
・
５
％
相
当
額
（
上

限
２
万
円
）
を
控
除

※
平
成
１９
年

度
か
ら
は
廃
止
に
な
り
ま
す

２
「
生
計
を
同
一
に
す
る
妻
に
対
す

る
均
等
割
」
の
見
直
し

市
県
民
税
均
等
割
の
納
税
義
務
を

負
う
夫
と
「
生
計
を
同
一
に
す
る

妻
」
で
夫
と
同
じ
市
町
村
に
住
所
を

有
す
る
方
に
対
す
る
均
等
割
の
２
分

の
１
軽
減
課
税
が
廃
止
と
な
り
、
平

成
１８
年
度
か
ら
所
得
金
額
が
一
定
金

額
（
２８
万
円
）
を
超
え
る
方
は
全
額

課
税
と
な
り
ま
す
。

平
成
１７
年
度（
１
／
２
に
軽
減
）…
市

県
民
税
均
等
割
額
２
、０
０
０
円（
市

民
税
均
等
割
１
、
５
０
０
円
・
県
民

税
均
等
割
５
０
０
円
）
平
成
１８
年
度

か
ら
（
全
額
課
税
）
…
市
県
民
税
均

等
割
額
４
、
０
０
０
円
（
市
民
税
均

等
割
３
、
０
０
０
円
・
県
民
税
均
等

割
１
、
０
０
０
円
）

３
「
老
年
者
控
除
」
の
廃
止

平
成
１７
年
度
ま
で
は
、
６５
歳
以
上

で
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
１
、
０

０
０
万
円
以
下
の
方
に
４８
万
円（
所

得
税
の
場
合
５０
万
円
）の
控
除
が
適

用
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
１８
年

度
か
ら
廃
止
さ
れ
ま
す
。

４
６５
歳
以
上
の「
非
課
税
措
置
」廃
止

平
成
１７
年
度
ま
で
は
、
６５
歳
以
上

で
前
年
の
合
計
所
得
額
が
１
２
５
万

円
（
公
的
年
金
の
み
の
収
入
額
に
す

る
と
２
６
６
万
６
、
６
６
７
円
）
以

下
の
方
に
つ
い
て
、
市
県
民
税
は
非

課
税
で
し
た
が
、
平
成
１８
年
度
よ
り

こ
の
非
課
税
措
置
が
廃
止
さ
れ
ま
す

の
で
、
今
ま
で
は
非
課
税
だ
っ
た
方

が
平
成
１８
年
度
か
ら
は
課
税
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

た
だ
し
、
経
過
措
置
と
し
て
、
前

年
の
合
計
所
得
金
額
が
１
２
５
万
円

以
下
で
、
平
成
１７
年
１
月
１
日
に
お

い
て
６５
歳
以
上
に
達
し
て
い
た
方

は
、
次
の
と
お
り
税
額
を
減
額
す
る

措
置
が
講
じ
ら
れ
ま
す
。

平
成
１７
年
度
…
非
課
税

平
成
１８
年

度
…
市
県
民
税
所
得
割
お
よ
び
均
等

割
・
税
額
の
３
分
の
２
相
当
額
を
減

額

平
成
１９
年
度
…
市
県
民
税
所
得

割
お
よ
び
均
等
割
・
税
額
の
３
分
の

１
相
当
額
を
減
額

平
成
２０
年
度
…

全
額
課
税
（
経
過
措
置
な
し
）

５

６５
歳
以
上
の
「
公
的
年
金
等
控

除
額
」
の
見
直
し

６５
歳
以
上
の
方
に
係
る
公
的
年
金

等
控
除
額
が
引
き
下
げ
に
な
り
、
公

的
年
金
収
入
額
か
ら
所
得
額
へ
の
算

出
方
法
は
、
左
上
表
の
と
お
り
で
す
。

◆
市
県
民
税
が
課
税
さ
れ
な
い
方

＜

均
等
割
も
所
得
割
も
課
税
さ
れ
な

い
方＞

①
生
活
保
護
法
に
よ
り
生
活
扶
助
を

受
け
て
い
る
方

②
障
害
者
、
未
成
年
者
、
寡
婦
ま
た

は
寡
夫
で
１７
年
中
の
所
得
が
１
２
５

万
円
以
下
の
方

＜

均
等
割
が
課
税
さ
れ
な
い
方＞

・
１７
年
中
の
所
得
が
次
の
算
式
で
計

算
し
た
金
額
以
下
の
方

２８
万
円
×
（
控
除
対
象
配
偶
者
お
よ

び
扶
養
親
族
の
数
＋
１
）
＋
１６
万
８

千
円

※
た
だ
し
、
控
除
対
象
配
偶
者
お
よ

び
扶
養
親
族
が
い
な
い
場
合
は
２８
万
円

＜

所
得
割
が
課
税
さ
れ
な
い
方＞

・
１７
年
中
の
所
得
が
次
の
算
式
で
計

算
し
た
金
額
以
下
の
方

３５
万
円
×
（
控
除
対
象
配
偶
者
お
よ

び
扶
養
親
族
の
数
＋
１
）
＋
３２
万
円

※
た
だ
し
、
控
除
対
象
配
偶
者
お
よ

び
扶
養
親
族
が
い
な
い
場
合
は
３５
万
円

◆
無
収
入
で
申
告
を
し
て
い
な
い
方

１７
年
中
に
高
齢
や
無
職
等
に
よ
り

所
得
が
な
か
っ
た
方
、
扶
養
さ
れ
て

い
た
方
、
１８
歳
以
上
の
学
生
の
方
も

申
告
書
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

（
国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
適
用
や

各
種
税
務
証
明
書
の
基
礎
資
料
に
な

り
ま
す
）

問
税
務
課
市
民
税
班
�
７３
・
０
０
８

７
、
野
栄
総
合
支
所
税
務
室
�
６７
・

３
１
１
３

市
県
民
税
に
適
用
さ
れ
る

地
方
税
法
が
改
正
さ
れ
ま
し
た

市税等の納付期限
平成１８年度の市税納付期限をお知らせします。税金は、
国民の基本的な義務であり行政サービスの資金です。納期
内の納付をお願いします。なお、納付には安全で便利な口
座振替をお勧めします。申込用紙は、市内の郵便局・金融
機関、税務課にありますのでご利用ください。

◇市税等の納付期限（口座振替日）
税目

納期
介護保険料

１期
６月３０日
２期
７月３１日
３期
８月３１日
４期
１０月２日
５期
１０月３１日
６期
１１月３０日
７期
１２月２６日
８期
１月３１日

※最終納付期限後の追加課税は随時期限となります。
問税務課納税推進室�７３－００８７

国民健康
保険税

１期
６月３０日
２期
７月３１日
３期
８月３１日
４期
１０月２日
５期
１０月３１日
６期
１１月３０日
７期
１２月２６日
８期
１月３１日

市県民税

１期
６月３０日

２期
８月３１日

３期
１０月３１日

４期
１月３１日

固定資産税

１期
５月３１日

２期
７月３１日

３期
１０月２日

４期
１２月２６日

軽自動車税

１期
５月３１日５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

平成１８年度（１７年分）から

雑所得算出式

（Ａ）－１２０万円

（Ａ）×７５％
－３７．５万円

（Ａ）×８５％
－７８．５万円

（Ａ）×９５％
－１５５．５万円

公的年金収入額（Ａ）

３３０万円未満

３３０万円以上
４１０万円未満

４１０万円以上
７７０万円未満

７７０万円以上

平成１７年度（１６年分）まで

雑所得算出式

（Ａ）－１４０万円

（Ａ）×７５％
－７５万円

（Ａ）×８５％
－１２１万円

（Ａ）×９５％
－２０３万円

公的年金収入額（Ａ）

２６０万円未満

２６０万円以上
４６０万円未満

４６０万円以上
８２０万円未満

８２０万円以上

７


